
に
広
が
っ
た
が
、
そ
の
後
の
養
蚕
の
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ
て

い
な
い
。
製
茶
が
南
山
城
で
特
産
化
し
て
現
在
に
至
っ
た
こ
と
と
対
照

的
で
あ
る
。 

 

 (

参
考) 

（
一
）
東
昇
「
小
山
捨
松
の
京
都
府
巡
査
試
験
と
教
習―

明
治
二
五
年
「
小
山
捨

松
日
誌
」
」 

（
二
）
田
辺
町
近
代
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
田
辺
町
近
代
誌
』
一
九
八
七
年 

（
三
）
拙
稿
「
南
山
城
に
お
け
る
養
蚕
・
製
糸
長
池
柞
蚕
製
糸
工
場
」(

『
城
陽

市
域
の
地
域
文
化
遺
産
―
神
社
・
街
道
の
文
化
遺
産
と
景
観
―
』
京
都

府
立
大
学
文
化
遺
産
叢
書
第
六
集) 

（
四
）
京
都
府
教
育
会
綴
喜
郡
部
会
編
刊
『
山
城
綴
喜
郡
誌
』
一
九
〇
八
年 

           

（
三
）
田
辺
中
筋
家
旧
蔵
歴
史
資
料
（
資
料
群
四
）
の
絵
図
か
ら 

 

平
成
二
八
年
度
第
三
回
歴
史
資
料
整
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座
で
取

り
上
げ
た
田
辺
中
筋
家
旧
蔵
歴
史
資
料
中
の
二
・
五
・
六
の
絵
図
に
つ

い
て
、
ま
と
め
て
お
く
。 

五
「
綴
喜
郡
旧
第
八
組
絵
図
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
込
み
が
あ

る
。 

 

市
辺
村
里
程
標
ヨ
リ
多
賀
村
境
迄
百
九
拾
九
間
四
分 

仝 

奈
島
村
之
内
十
六
町
迄 

四
百
三
拾
四
間
四
分 

仝 

県
道
迄 

四
百
六
拾
壱
間
弐
分 

仝 

綴
喜
郡
郷
之
口
村
境
迄
弐
千
弐
百
三
拾
七
間 

仝 

久
世
郡
中
村
境
迄 

四
百
弐
拾
四
間
四
分 

県
道
延
長
百
九
拾
間 

奈
島
村
里
程
標
ヨ
リ
多
賀
村
境
迄 

四
百
五
拾
壱
間
五
分 

仝 

市
辺
村
境
迄 

百
八
拾
五
間
五
分 

仝 

久
世
郡
中
村
境
迄 

百
三
十
間 

仝 

同
郡
観
音
堂
村
境
迄 

三
百
五
拾
弐
間
五
分 

仝 

同
郡
富
野
村
境
迄 

三
百
六
拾
間
五
分 

仝 

綴
喜
郡
草
内
村
船
渡
場
迄 

八
百
三
拾
間 

仝 

県
道
迄 

百
拾
四
間 

県
道
長
延
弐
百
六
拾
壱
間
五
分 
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多
賀
村
里
程
標
ヨ
リ
市
辺
村
境
迄 

三
百
拾
間
五
分 

草
内
村
渡
船
シ
場
迄 

七
百
七
拾
五
間 

字
上
之
浜
県
道 

五
百
七
拾
三
間
弐
分 

井
手
村
境
迄 

六
百
弐
拾
九
間
五
分 

相
楽
郡
田
村
新
田
迄 

三
千
弐
百
間
三
分 

奈
嶋
村
境
迄 
五
百
四
八
間
四
分 

県
道
延
長 

千
四
拾
四
間
三
分 

明
治
拾
四
年
十
一
月 

綴
喜
郡
旧
第
八
組 

戸
長
奥
田
助
太
夫(
印)
」 

 

現
在
の
城
陽
市
の
市
辺
と
奈
島
・
多
賀
の
里
程
標
を
基
準
に
し
て
、

そ
こ
か
ら
近
隣
の
村
境
や
渡
船
場
な
ど
へ
の
距
離
を
記
し
て
い
る
。
絵

図
の
凡
例
で
も
戸
長
役
場
・
郵
便
箱
・
渡
シ
場
と
角
柱
形
を
か
た
ど
っ

た
里
程
標
が
記
さ
れ
て
い
る
。
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る
市
辺
村
に
は
、

「
市
辺
村
ノ
新
戸
長
役
場 

元
標
」
と
あ
り
、
奈
島
村
に
は
、
里
程
標

が
記
さ
れ
、
多
賀
村
に
は
戸
長
役
場
・
里
程
標
・
郵
便
箱
が
記
入
さ
れ

て
い
る
。 

さ
て
、
こ
の
里
程
標
及
び
元
標
に
つ
い
て
は
、
明
治
六
年
十
二
月
に

太
政
官
四
一
三
号
で
「
諸
街
道
里
程
取
調
方
法
並
ニ
元
標
及
里
程
標
柱

書
式
ヲ
定
ム
」
の
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
東
京
日
本
橋
と
京
都
三
条

大
橋
の
中
心
を
起
点
、
す
な
わ
ち
元
標
と
し
て
各
府
県
四
達
枢
要
の
地

へ
の
道
程
の
距
離
調
査
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
測
量
に
あ
た
っ
て
は
、

麻
縄
・
鎖
な
ど
を
使
っ
て
、
各
地
の
駅
・
郵
便
役
所
・
高
札
場
・
渡
船

場
等
肝
要
便
宜
の
地
ま
で
の
距
離
を
分
割
し
て
計
測
し
、
基
準
と
な
っ

た
場
所
に
仮
の
木
製
の
標
柱
を
建
て
る
。
明
治
八
年
に
は
、
県
道
管
内

元
標
及
標
柱
書
式
が
改
定
さ
れ
、
同
年
六
月
に
は
、
道
路
等
級
を
廃
止

し
、
国
道
・
県
道
・
里
道
を
定
め
て
い
る
。
絵
図
中
で
も
県
道
・
里
道

の
別
が
か
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
こ
の
絵
図
の
年
紀
で
あ
る
明
治
十
四
年
四
月
の
布
達
に
は
、

「
本
府
よ
り
郡
役
所
へ
里
程
実
測
定
ノ
事
」
と
し
て
本
府
す
な
わ
ち
三

条
の
元
標
か
ら
各
郡
役
所
ま
で
の
距
離
の
測
定
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。 

測
定
の
結
果
は
、
久
世
郡
淀
ま
で
は
、
三
里
三
一
町
一
間
四
尺
四
寸
、

紀
伊
郡
伏
見
ま
で
は
、
二
里
一
八
町
三
六
間
一
尺
二
寸
、
相
楽
郡
木
津

駅
ま
で
は
、
八
里
二
四
町
一
二
間
三
尺
で
あ
る
。
そ
し
て
綴
喜
郡
田
辺

村
ま
で
は
、
六
里
三
二
町
四
六
間
五
尺
四
寸
で
、
京
都
三
条
か
ら
田
辺

ま
で
凡
そ
二
七
・
五
キ
ロ
余
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
絵
図
は
、
明

治
六
年
の
里
程
標
柱
を
も
と
に
明
治
十
四
年
三
条
か
ら
府
下
の
郡
役

所
ま
で
の
距
離
測
定
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
村
政
の
重
要
な
地
点
ま
で
の

距
離
を
各
戸
長
役
場
が
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
現
在
京
都
府
の
元
標
は
、
三
条
烏
丸
交
差
点
に
あ
り
、

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
建
立
の
石
標
が
立
つ
。
綴
喜
郡
に
は
五
基
が

現
存
し
、
そ
の
う
ち
京
田
辺
市
に
は
、
三
山
木
村
道
路
元
標
と
普
賢
寺

村
道
路
元
標
の
二
基
の
石
柱
が
残
る
。 

次
に
六
「
綴
喜
郡
旧
第
三
組
絵
図
」
で
は
、
年
紀
は
記
さ
な
い
が
、

水
主
村
戸
長
村
田
善
五
郎
・
薪
村
戸
長
市
川
和
吉
・
松
井
村
戸
長
前
川
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宗
太
郎
・
大
住
村
戸
長
沢
井
文
三
郎
・
岩
田
村
戸
長
中
野
末
吉
の
各
五

箇
村
の
戸
長
名
と
押
印
が
あ
る
。
凡
例
の
記
号
も
先
に
見
た
絵
図
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。
図
中
の
書
き
込
み
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

県
道
第
三
等 

△
綴
喜
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
同
郡
田
辺
村
境
迄
里
程
三
拾
八
町
弐
拾
八
間 

 
 

同 

△
同
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
同
郡
野
尻
村
境
迄
里
程
五
町
三
拾
四
間 

里
道
壱
等 

△
綴
喜
郡
松
井
村
ヨ
リ
同
郡
大
住
村
県
道
第
三
等
道
路
ニ
合
ス
迄
三
拾
六
町
五
拾
間 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
同
村
渡
船
場
迄
里
程
五
町
弐
拾
六
間 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
同
郡
水
主
村
渡
船
場
ヲ
経
テ
同
村
中
央
迄
三
拾
五
町
七
間 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
同
郡
松
井
村
中
央
迄
里
程
拾
六
町
拾
七
県 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
松
井
村
ヲ
経
テ
河
内
国
堺
迄
拾
壱
町
拾
壱
間 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
同
郡
内
里
村
境
迄
拾
壱
町
拾
壱
間 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
大
住
村
之
内
西
村
八
小
路
ヲ
経
テ
同
村
小
学
校
迄
弐 

拾
町
五
拾
弐
間 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
同
郡
大
住
村
郵
便
箱
場
迄
里
程
拾
三
町
五
拾
弐
間 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
同
郡
大
住
村
岡
村
迄
里
程
弐
拾
弐
町
九
間 

 
 

同 

△
同
郡
岩
田
村
郵
便
局
ヨ
リ
大
住
村
ヲ
経
テ
河
内
国
境
迄
四
十
三
町
五
拾
間 

 
 
 
 
 
 

但
し
絵
図
面 

六
千
分
ノ
壱 

 

こ
の
絵
図
で
は
県
道
第
三
等
に
面
し
た
岩
田
村
郵
便
局
が
起
点
と

な
っ
て
い
る
。
岩
田
村
郵
便
局
は
、
明
治
十
一
年
京
都
府
行
政
文
書
に

そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
書
き
込
み
に
は
、
岩
田
村
郵
便
局
か
ら
、

現
八
幡
市
の
野
尻
村
・
内
里
村
と
木
津
川
の
対
岸
水
主
村
中
央
ま
で
の

距
離
を
示
し
、
絵
図
に
は
水
主
村
に
里
程
標
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た

京
田
辺
市
の
大
住
西
村
八
小
路
を
経
て
同
村
小
学
校
や
岡
村
・
河
内
国

境
ま
で
里
程
を
示
し
、
大
住
村
に
は
郵
便
箱
場
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

郵
便
箱
は
、
杉
板
を
柱
状
に
組
み
合
わ
せ
た
「
黒
塗
柱
箱
」（
黒
ポ
ス

ト
）
が
、
明
治
三
四
年
鉄
製
の
赤
色
丸
型
ポ
ス
ト
が
考
案
さ
れ
る
ま
で

設
置
さ
れ
て
い
た
。
大
住
村
に
設
置
さ
れ
て
い
た
郵
便
箱
は
、
お
そ
ら

く
黒
ポ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。 

岩
田
村
郵
便
局
よ
り
松
井
村
中
央
ま
で
の
里
程
一
六
町
一
七
間
は
、

図
中
に
描
く
里
程
標
が
松
井
村
中
央
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
図

中
の
薪
村
に
も
里
程
標
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

次
に
二
「
山
城
国
綴
喜
郡
旧
第
壱
組
八
幡
庄
里
程
実
測
全
図 

但
縮

尺
六
千
分
之
壱
：
一
庄
四
箇
村
共
」
と
表
題
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
五
・
六
の
地
図
記
号
の
凡
例
と
近
似
し
て
い
る
が
、

前
二
者
が
山
川
な
ど
に
近
世
的
な
絵
図
様
の
描
き
方
を
残
す
の
に
対

－ 289 －



し
て
、
図
の
名
称
や
凡
例
を
二
重
枠
線
内
に
お
さ
め
、
よ
り
様
式
に
則

っ
た
清
書
さ
れ
た
書
き
方
で
あ
る
。
描
く
範
囲
は
、
近
世
石
清
水
八
幡

宮
領
の
八
幡
八
郷
に
加
え
て
、
男
山
の
丘
陵
が
南
へ
続
く
美
濃
山
・
幣

原
村
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
八
幡
市
の
上
津
屋
・
岩
田
・
上
奈
良
・
下

奈
良
・
内
里
地
区
は
含
ま
れ
な
い
。
外
四
郷
の
う
ち
美
豆
・
生
津
・
際

目
は
、
明
治
元
年
の
木
津
川
付
替
え
で
、
木
津
川
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
淀
付
近
で
宇
治
川
・
桂
川
が
合
流
し
て
淀
川
と
な
っ
て
い
た
が

宇
治
川
を
分
離
し
て
木
津
川
と
桂
川
の
中
間
に
流
路
変
更
し
た
の
は
、

明
治
二
三
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
本
図
の
よ
う
に
木
津
川

を
渡
り
、
旧
堤
防
沿
い
の
街
道
を
淀
ま
で
進
む
道
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、

本
図
に
は
年
紀
は
な
い
が
、
宇
治
川
改
修
工
事
以
前
の
地
形
を
示
し
て

い
る
。 

さ
て
、
図
中
に
は
、
買
屋
橋
の
南
、
城
ノ
内
町
の
東
側
と
志
水
町
の

南
、
現
松
原
付
近
の
二
カ
所
に
郵
便
局
が
、
常
盤
道
沿
い
の
柴
座
町
付

近
と
橋
本
北
ノ
町
の
二
カ
所
に
郵
便
箱
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
我
が

国
の
近
代
的
な
郵
便
制
度
は
、
明
治
四
年
前
島
密
の
建
議
に
よ
り
全
国

均
一
の
料
金
制
が
導
入
さ
れ
、
各
地
に
郵
便
取
扱
所
を
設
け
ら
れ
た
。

京
田
辺
市
で
も
明
治
六
年
十
二
月
に
山
城
田
辺
郵
便
取
扱
所
が
開
設

さ
れ
、
明
治
七
年
に
郵
便
役
所
と
改
め
、
明
治
八
年
に
は
山
城
田
辺
郵

便
局
に
改
称
さ
れ
て
い
る
。
集
配
業
務
の
効
率
円
滑
化
の
た
め
同
九
年

全
国
の
郵
便
路
線
里
程
表
が
作
成
さ
れ
、
道
路
整
備
等
に
よ
り
明
治
十

四
年
に
改
訂
さ
れ
た
。
先
述
の
明
治
十
四
年
里
程
実
測
に
合
わ
せ
た
も

の
で
、
こ
の
三
点
の
絵
図
は
、
里
程
実
測
及
び
郵
便
里
程
標
改
定
に
伴

い
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。 
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